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熊 本 県 流 域 下 水 道 維 持 管 理 要 綱 

 

第１章  総   則 

 

 （目的）   

第１条 この要綱は、流域下水道の適正な管理を図るため、下水道法（昭和第３３年法律 

第７９号、以下「法」という。）その他の法令で定めるもののほか、流域下水道の接続、 

使用等に関し、必要な事項を定めることを目的とする。 

   

 （定義）                                

第２条 この要綱において次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めると

ころによる。 

 （１）流域下水道：熊本県が管理する法第２条第４号に規定する流域下水道をいう。 

 （２）流域下水道管理者：流域下水道の設置、改築、修繕、維持その他の管理を行う 

熊本県をいう。 

 （３）流域関連公共下水道：法第６条第５号に規定する流域関連公共下水道をいう。 

 （４）公共下水道管理者：流域関連公共下水道の設置、改築、修繕、維持その他の管理

を行う市町村をいう。 

 

第２章  流域関連公共下水道の接続 

 

 （接続の基準） 

第３条 流域関連公共下水道の流域下水道への接続は、別記第１に定める流域下水道接続 

基準によらなければならない。 

 

 （接続の申請及び承認） 

第４条 公共下水道管理者は、流域関連公共下水道を流域下水道に接続しようとするとき 

は、当該接続工事に着手しようとする日の３０日前までに、接続しようとする箇所ごと 

に申請書（別記第１号様式）を流域下水道管理者に提出し、その計画について承認を受

けなければならない。承認を受けた計画の変更（別記第２に定める軽微な変更を除く。） 

をしようとするときも、同様とする。 

２ 流域下水道管理者は、前項の申請を受理した場合において当該計画が第３条の規定に 

よる流域下水道接続基準に適合していると認めたときは、その旨を通知書（別記第２号 

様式）により、速やかに公共下水道管理者に通知するものとする。 

３ 接続箇所に二以上の公共下水道管理者が設置した流域関連公共下水道からの下水が

合流して接続される場合において、第１項の接続承認申請は、当該公共下水道管理者で

必要な協定を締結し、その協定により定められた公共下水道管理者が行うものとする。 

  なお、この場合の申請書には、協定書の写しを添付するものとする。 

 

 （接続工事の施行） 

第５条 公共下水道管理者は、前条第１項の規定による承認を受けたときは、速やかにそ

の接続工事を行わなければならない。 
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 （接続工事の着手届の提出） 

第６条 公共下水道管理者は、前条の規定により接続工事に着手しようとするときは、着 

手届（別記第３号様式）を流域下水道管理者に提出しなければならない。 

 

 （接続工事の完了検査） 

第７条 公共下水道管理者は、第５条の規定による接続工事が完了したときは、遅滞なく 

完了検査要請書（別記第４号様式）を流域下水道管理者に提出し、流域下水道管理者の

指定した職員による検査を受けなければならない。 

２ 流域下水道管理者は、前項の検査の結果第３条に規定する接続基準に適合していると

認めたときは、その結果を通知書（別記第５号様式）により公共下水道管理者に通知る

ものとする。 

 

第３章  流域下水道の使用 

 

 （流域下水道の処理開始の通知） 

第８条 流域下水道管理者は、流域下水道の処理開始をしようとするときは、法第２５条 

の２６の規定に基づき、当該処理開始に係る区域内の公共下水道管理者に通知書（別記 

第６号様式）によりその旨を通知するものとする。 

 

 （使用の申請及び承認） 

第９条 公共下水道管理者は、流域下水道を使用して下水の処理を開始しようとするとき 

は、当該下水を処理すべき区域について、法第９条第２項の規定に基づく公示をしよう 

とする日から起算して３０日前までに申請書（別記第７号様式）を流域下水道管理者に 

提出し、その承認を受けなければならない。承認を受けた区域を変更しようとするとき 

も、同様とする。 

２ 流域下水道管理者は、前項の承認をするときは、当該公共下水道管理者に対し、承認 

書（別記第８号様式）を交付するものとする。 

 

 （承認の基準） 

第１０条 前条第１項の承認の基準は、別記第３に定めるとおりとする。 

 

 （処理開始の公示内容の報告） 

第１１条 第９条の承認を受けた公共下水道管理者は、当該承認を受けた区域について法 

第９条第２項の規定に基づく公示をしたときは、当該公示をした日から起算して１０

日以内に公示の内容を報告書（別記第９号様式）により流域下水道管理者に報告しなけ

ればならない。 

 

 （区域外流入の協議） 

第１２条 公共下水道管理者は、流域関連公共下水道の処理区域外の者に対し、法第２４ 

条第１項第３号の規定により流域関連公共下水道の使用を許可しようとするときは、

あらかじめ、協議書（別記第１０号様式）により流域下水道管理者に協議しなければな

らない。 
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２ 流域下水道管理者は、前項の協議に対し、回答書（別記第１１号様式）により公共下 

水道管理者に回答するものとする。 

 （使用の制限） 

第１３条 流域下水道管理者は、法第２５条の２７の規定により、施設の使用を一時制限

するときは、あらかじめ公共下水道管理者に通知書（別記第１２号様式）により通知す

るものとする。ただし、災害等で緊急やむを得ない場合は、この限りでない。  

 

第４章  報   告 

 

 （下水道普及状況等の報告） 

第１４条 公共下水道管理者は、前年度末の流域関連公共下水道の普及状況等について、 

毎年４月末日までに報告書（別記第１３号様式）により流域下水道管理者に報告しなけ

ればならない。 

 

 （接続承認等申請予定の報告） 

第１５条 公共下水道管理者は、次年度に予定している第４条及び第９条の規定に基づく 

申請等の概要について、毎年９月末までに報告書（別記第１４号様式）により流域下水

道管理者に報告しなければならない。 

 

 （流域下水道へ流入する下水の水質及び水量等の報告） 

第１６条 公共下水道管理者は、流域関連公共下水道から流域下水道へ流入する下水の水 

質及び水量等について、別記第４に定めるところにより調査し、その結果を毎年１２月 

１５日までに報告書（別記第１５号様式）により流域下水道管理者に報告しなければな 

らない。 

２ 公共下水道管理者は、前項の調査により、異常な結果が測定された場合は、速やかに 

原因を調査し、その結果を流域下水道管理者に報告しなければならない。 

 

 （特定事業場等からの排出水の報告） 

第１７条 公共下水道管理者は、法第１２条の２第１項に規定する特定事業場及び法第１ 

２条第１項又は法第１２条の１１第１項の規定により、公共下水道管理者が制定した

下水道条例（以下「条例」という。）で、下水による障害を除去するために必要な施設

（以下「除害施設」という。）の設置を義務づけられた工場又は事業場（以下｢特定事

業場等｣という。）から、流域関連公共下水道へ排除される下水の水質について、別記

第５に定めるところにより調査し、その結果を調査した翌月の末日までに、報告書（別

記第１６号様式）により流域下水道管理者に報告しなければならない。 

２ 公共下水道管理者は、前項の調査を行うに当たっては、あらかじめ、流域下水道管理 

者と協議して、その年度の調査の実施計画を定め、毎年４月末日までに報告書（別記第 

１７号様式）により流域下水道管理者に報告しなければならない。 

 

 （使用開始等の届出に係る通知） 

第１８条 公共下水道管理者は、法第１１条の２第１項又は第２項の規定に基づく届出を 

受理したときは、当該届出があった日から起算して２０日以内に、通知書（別記第１８ 

号様式）により流域下水道管理者に通知しなければならない。 
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 （特定施設の設置等に係る通知） 

第１９条 公共下水道管理者は、法第１２条の１０の規定に基づく流域下水道管理者への 

通知を、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める日から起算して２０ 

日以内に、通知書（別記第１９号様式）により通知しなければならない。 

 （１）法第１２条の３、第１２条の４、第１２条の７又は第１２条の８第３項の規定に

よる届出に係る事項の通知 

当該届出を受理した日 

 （２）法第１２条の５の規定による命令内容の通知 

                                       当該命令をした日 

２ 公共下水道管理者は、特定事業場以外の工場又は事業場から下水道法及び条例で定め

る下水の排除基準（以下「排除基準」という。）に適合しない下水を流域関連公共下水

道に排除する原因となる施設（以下「除害施設必要施設」という。）を設置しようとす

る者又はその設置者に対し、除害施設及び除害施設必要施設の設置についての届出を

するよう指導し、その設置に係る届出を受理したときは、当該届出を受理した日から起

算して２０日以内に、通知書（別記第２０号様式）により流域下水道管理者に通知しな

ければならない。  

 

 （事故時の措置に係る通知） 

第２０条 公共下水道管理者は、法第１２条の１０第２項の規定に基づき、法第１２条の 

９第１項で規定する届出を受理したときは届出の内容を、同条第２項で規定する命令

を発したときは命令の内容を通知書（別記第２１号様式）により、速やかに流域下水道

管理者に通知しなければならない。 

 

 （流域関連公共下水道の使用者に対する処分の通知） 

第２１条 公共下水道管理者は、法第３７条の２の規定による命令又は第３８条の規定に 

よる処分で流域下水道の維持管理に関連するものを行ったときは、通知書（別記第２２ 

号様式）により速やかに流域下水道管理者に通知しなければならない。 

 

第５章  公共下水道管理者の責務 

 

 （公共下水道条例の制定等） 

第２２条 公共下水道管理者は、流域関連公共下水道に係る条例及びこれに基づく規則を 

制定又は改正しようとするときは、あらかじめ流域下水道管理者と協議しなければな

らない。 

 

 （事故時の措置） 

第２３条 公共下水道管理者は、流域下水道管理者と連携し緊急連絡体制を整備するとと

もに、特定事業場等が取り扱う有害物質等の情報を整理しておくものとする。 

２ 公共下水道管理者は、特定事業場等に対して、法第１２条の９第１項の規定に基づく 

事故時の措置についての周知に努めるとともに、必要に応じて事故発生時の応急の措

置 を指導するものとする。 

３ 公共下水道管理者は、人の健康に係る被害又は生活環境に係る被害を生ずるおそれが 

ある物質又は油として法第１２条の９第１項の政令で定めるものを含む下水が特定事
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業場等から排出され、公共下水道に流入する事故が発生したときは、速やかに関係機関

への連絡を行う等の適切な対応を講ずるものとする。 

 

 （除害施設等台帳の整備） 

第２４条 公共下水道管理者は、特定事業場等の実態を常時把握するとともに、除害施設 

等の台帳を作成し検査結果及び指導事項等を記載しておかなければならない。 

 

 （特定事業場等の監視） 

第２５条 公共下水道管理者は、第１７条第１項により実施した調査の結果当該水質が排 

除基準を超えるおそれがあると認めたときは、直ちに除害施設の稼働状況及び水質測

定の実施状況等を検査するとともに、状況に応じ除害施設の排水の系統ごとの排水口

における水質の分析を行い、必要があるときは、法第３７条の２の規定による命令又は

法第３８条の規定による処分を行うなど適切な措置を講じなければならない。 

 

 （公共下水道巡視業務） 

第２６条 公共下水道管理者は、流域下水道の効率的で健全な管理運営に支障のないよう 

流域関連公共下水道を定期的に巡視し、必要に応じて不明水の流入防止、清掃、補修等 

の適切な措置を講じるものとする。なお、公共下水道管理者は、流域下水道への油、異 

物等の流入が認められ、流域下水道管理者から現状確認等立会いを求められた場合は、 

これに応じなければならない。 

 

 （調査業務等） 

第２７条 公共下水道管理者は、法第２５条の２８第１項の規定による流域下水道管理者

の原因調査の要請があった場合、直ちに調査し、その結果を流域下水道管理者に報告し

なければならない。 

２ 公共下水道管理者は、前項に定めるもののほか、流域下水道管理者から流域下水道の 

維持管理に関して必要とする事項についての調査の依頼があった場合は、当該調査を

行い、その結果を流域下水道管理者に報告しなければならない。 

３ 公共下水道管理者は、法第２５条の２８第２項の規定に基づき流域下水道管理者から

条例の制定その他必要な措置をとるよう要請があったときは、速やかに適切な措置を

講じなければならない。 

 

 

   附 則 

 

１ この要綱は、昭和６３年１２月１日から施行する。 

２ この要綱の施行前に公共下水道管理者が流域下水道管理者と協議のうえ行った行為

に ついては、この要綱の規定する所定の手続きを受けたものとみなす。 

 

   附 則 

１ この要綱は、平成６年４月１日から施行する。 
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   附 則 

１ この要綱は、平成１８年９月１日から施行する。 

 

   附 則 

１ この要綱は、平成２１年４月１日から施行する。 

 

   附 則 

１ この要綱は、平成２８年２月１日から施行する。 

 

   附 則 

１ この要綱は、平成２９年９月１日から施行する。 

 

   附 則 

１ この要綱は、令和４年３月１７日から施行する。 
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別記第１（第３条関係） 

流 域 下 水 道 接 続 基 準 

１ 流域下水道に流域関連公共下水道を接続する箇所は、流域下水道管理者が指定する幹 

線管渠のマンホール（以下「接続マンホール」という。）とする。 

 

２ 流域関連公共下水道の最終端には、別図に示すマンホール（以下「最終端マンホー

ル 」という。）を設置し、接続管をもって接続するものとする。 

 

３ 最終端マンホールの構造は、水質検査その他の作業が安全にできるものとする。 

 

４ 接続管の構造は、次のとおりとする。 

 (1) 接続管の大きさは、流域下水道事業計画に整合した当該処理分区の計画下水量を流  

下させることができるものとする。 

 

５ 流域下水道管理者が、前各号の基準によることが困難と認める接続箇所については、 

前各号の基準にかかわらず、流域下水道管理者と公共下水道管理者との協議により定め 

るものとする。 

 

 ［別 図］ 

 

 

 

 

 

 

                                                 最終端マンホール（市町村設置） 

 

 

 

                                                 接続管（市町村設置） 

 

 

       市町村管理 

 

                                                             流域下水道幹線管渠 

 

 

 

 

 

       県管理区域       接続マンホール（接続箇所） 
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別記第２（第４条関係） 

流域下水道への接続に係る軽微な変更 

 次の各号に該当する変更以外の変更とする。 

１ 計画処理分区の変更 

 

２ 接続管の構造及び能力の変更 

 

３ 接続箇所（位置）の変更 

 

別記第３（第１０条関係） 

流 域 下 水 道 使 用 承 認 基 準 

１ 区域は、第８条の規定に基づき流域下水道管理者が通知した区域内であること。 

 

２ 下水量は、流域下水道の能力の範囲内であること。 

 

３ 接続工事については、第７条第１項の検査に合格していること。 

 

別記第４（第１６条関係） 

水 質 及 び 水 量 に 関 す る 調 査 方 法  

１ 水質及び水量調査回数 

   各接続箇所について、毎年１回調査すること。ただし、各調査箇所については、流  

域下水道管理者との事前協議により、変更することができる。 

 

２ 水質及び水量調査日 

   １０月又は１１月の雨の影響のない日とすること。 

 

３ 水量の調査方法 

   ２４時間測定を行うものとし、測定方法については、特に定めない。 

 

４ 水質の調査方法 

 (1) 試  料 

    最終端マンホールにおいて、２４時間採水し（その回数は２時間に１回とする。） 

   試料はその流量比で混合した混合試料とする。 

 (2) 分析方法 

    水質の分析は、下水の水質の検定方法等に関する省令（昭和３７年厚生省：建設   

省令第１号）に定められた方法によること。 

 (3) 分析項目 

    分析項目は、別記第１５号様式その２の調書に掲げる全項目とすること。ただ

し、流域下水道管理者との協議により、「カドミウム及びその化合物」以下の項

目で、各処理分区以内の事業場等の操業内容を勘案し、分析の必要がないと思わ

れるものについては、除外することができる。 
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別記第５（第 17条関係） 

特定事業場等からの排出水の調査方法 

１ 対象事業場 

対象とする事業場は、法第１２条の２第１項に規定する特定事業場及び法第１２条

第 １項又は法第１２条の１１第１項の規定により、公共下水道管理者が制定した条

例で、除害施設の設置を義務づけられた工場又は特定事業場等とする。ただし、有害物

質等（別記第１６号様式その２調書の「カドミウム及びその化合物」以下の項目）を排

出するおそれがなく、かつ排出量が日平均５０ｍ３未満の工場又は事業場については、

流域下水道管理者と協議のうえ、調査対象から除外することができる。 

 

２ 調査回数 

  この調査は、有害物質等に係る事業場については、年４回以上、その他については年

２回以上行うこと。 

 

３ 試料の採取 

  流域関連公共下水道への排出口ごとに試料を採取すること。 

 

４ 分析方法 

  水質の分析は、下水の水質の検定方法等に関する省令に定められた方法によること。 

 

５ 分析項目 

  分析項目は、事業場ごとに使用薬品等の内容を十分検討し、当該事業場から排出され

るおそれのある項目とすること。 

 

６ その他 

  除害施設の運転状況、附帯計測器の管理状況、下水の状況、発生汚泥の処分状況等に 

ついても十分調査すること。 

 

 



（ 流 域 関 連 公 共 下 水 道 ） （ 流 域 下 水 道 ）
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※ 流 域 下 水 道 へ の 接 続 申 請

（ 要 綱 第 ４ 条 第 １ 項 ）
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０
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（ 要 綱 第 ７ 条 第 １ 項 ）

（ 要 綱 第 ９ 条 第 １ 項 ）

公 共 下 水 道 の 処 理 開 始 の 公 示
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接 続 工 事 の 検 査 結 果 の 通 知

（ 要 綱 第 ７ 条 第 ２ 項 ）

※ 流 域 下 水 道 の 処 理 開 始 の 通 知

（ 要 綱 第 ８ 条 ）

流 域 下 水 道 の 使 用 承 認 書 の 交 付

（ 要 綱 第 ９ 条 第 ２ 項 ）

流 域 下 水 道 へ の 接 続 工 事 完 了

流 域 下 水 道 へ の 流 入 流 域 下 水 道 の 処 理 開 始
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（１）接続申請及び承認関係

①接続（変更）工事承認申請書 （２部） 様式第１号

②接続（変更）工事の承認について（通知） 様式第２号

④接続工事着手届 様式第３号

⑤接続工事完了検査要請書 （２部） 様式第４号

⑥完了検査

⑦接続工事完了検査結果通知書 様式第５号

③　②の写しと①をつけて報告

⑧　⑦の写しと⑤をつけて報告

（２）処理開始の申請及び承認関係

①流域下水道の処理開始通知 様式第６号

②流域下水道使用(使用変更)承認申請書 （２部） 様式第７号

③流域下水道使用（使用変更）承認書 様式第８号

⑤処理開始の公示について（報告） 様式第９号

⑥区域外流入協議書

様式第１０号

⑦区域外流入回答書 ④　③の写しと②をつけて報告

様式第１１号

⑨流域下水道の使用の制限 ⑧　⑦の写しを通知

について 様式第１２号 ⑩　⑨の写しを通知

（３）報告・届出等通知関係

①　報告・通知

様式第１３号～第２２号

（４）異常時の事務処理関係

②　①の写しを通知

③　調査の報告 (２部） ④　③を進達

①　調査の依頼

下水環境課

広域本部
・

地域振興局

熊本県流域下水道維持管理要綱事務処理フロー

市町村
広域本部

・
地域振興局

下水環境課

市町村

市町村
広域本部

・
地域振興局

下水環境課

市町村 下水環境課
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１，公共下水道管理者からの申請及び報告等

（提出先：県央広域本部、県南広域本部、球磨地域振興局　　ただし、※は下水環境課に直接提出）

維持管理要綱 内容 様式番号 様式名 提出期限

第４条１項 接続の申請及び承認 第１号 接続工事（変更）承認申請書 接続（変更）工事着手の３０日前

第１号その２ 流域下水道接続（変更）調書 〃

第６条 接続工事の着手届 第３号 接続工事着手届 接続工事着手前までに

第７条１項 接続工事の完了検査 第４号 接続工事完了検査要請書 接続工事完了後、遅滞なく

第９条１項 使用の申請及び承認 第７号 流域下水道使用（使用変更）承認申請書
使用開始の公示をしようとする日から起算し
て３０日前まで

第７号その２ 申請内訳書 〃

第７号その３ 下水量調書 〃

第７号その４ 工場等調書 〃

第１１条
処理開始の公示内容の報告
※

第９号 処理開始の公示について（報告） 公示を行ってから１０日以内

第１２条１項 区域外流入の協議 ※ 第１０号 区域外流入協議書 許可前に、あらかじめ

第１４条 下水道普及状況等の報告 ※ 第１３号 流域関連公共下水道の普及状況等について 毎年４月末まで

第１３号その２ 年度末下水道普及実績調書 〃

第１５条 接続承認等申請予定の報告 第１４号 接続承認等の申請予定について（報告） 次年度予定分毎年９月末まで

第１４号その２ 流域下水道接続承認申請予定調書 〃

第１４号その３ 流域下水道使用承認申請予定調書 〃

第１６条１項
流域下水道へ流入する下水
の水質及び水量等の報告 ※

第１５号
流域関連公共下水道から流域下水道へ流入する下水
の水質及び水量等について（報告）

毎年１２月１５日まで

第１５号その２ 流域下水道流入下水水質調書 〃

別図 流域変動図 〃

第１６条２項
第１６条の調査による異常な
結果の報告 ※

－ － 異常結果が測定された場合、速やかに

第１７条１項
特定事業場からの排出水の
報告 ※

第１６号 特定事業場等排出水の調査結果について（報告） 調査した翌月の末日まで

第１６号その２ 特定事業場等排出水水質調書 〃

第１７条２項 第１７条の調査の報告 ※ 第１７号 特定事業場等の水質調査計画について（報告） 毎年４月末日まで

第１７号その２ 特定事業場等調査実施計画書 〃

第１８条１項
使用開始等の届出に係る通
知 ※

第１８号 使用開始等の届出について（通知） 届出を受理した日から起算して２０日以内

第１９条１項
法第１２条の１０の規定に基
づく届出 ※

第１９号 特定施設に係る届出（変更命令）について（通知）
届出を受理した日及び命令をした日から起算
して２０日以内

第１９条２項
特定施設以外の工場等の届
出 ※

第２０号 除害施設必要施設等に係る届出について（通知） 届出を受理した日から起算して２０日以内

第２０条
法第１２条の１０第２項の規定
に基づく届出 ※

第２１号 事故時の措置に係る届出等について（通知） 通知後、速やかに

第２１条
流域関連公共下水道の使用
に対する処分の通知 ※

第２２号
流域関連公共下水道使用者に行った処分について
（通知）

処分を行った場合、速やかに

第２７条１項 原因調査の報告 － － 原因調査の要請があった場合、直ちに

第２７条２項
流域下水道管理者からの調
査依頼の報告

－ － 調査後、速やかに

要綱 内容 様式 様式名 送付期限

第４条２項 接続の承認 第２号 接続工事（変更）の承認について 適合を認めたときに、速やかに

第７条 完了検査の通知 第５号 接続工事完了検査結果通知書 検査終了後、適合を認めた場合

第８条 流域下水道の処理開始 第６号 流域下水道の処理開始通知 処理開始前まで

第９条２項 使用の承認 第８号 流域下水道使用（使用変更）承認書 承認する場合

第１２条２項 区域外流入の協議回答 第１１号 区域外流入回答書 協議後、速やかに

第１３条 使用の制限 第１２号 流域下水道の使用の制限について 施設の使用を一時制限するとき、あらかじめ

提出書類一覧

２，流域下水道管理者の承認及び回答等
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 別記第１号様式（第４条関係） 

 

                                                        第     号 

                                                    年  月  日 

  流域下水道管理者 

  熊本県知事 氏    名 様 

                     市町村 公共下水道管理者 

                        職   氏  名 

 

 

 

   

接  続  工  事  （変  更）  承  認  申  請  書                    

 

   このことについて、熊本県流域下水道維持管理要綱第４条第１項の規定に 

 

  より、下記の書類を添えて、申請します。 

 

 

 

記 

 

    １ 流域下水道接続（変更）調書（別記第１号様式その２） 

 

    ２ 接続施設平面図 

 

    ３ マンホール等構造図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  （注）１ 二以上の市町村が合流して流入する場合は、協定書の写しを添付すること。 

２ 用紙の大きさは、日本工業規格Ａ４とする。 
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 別記第２号様式（第４条関係） 

 

                                                        第     号 

                                                    年  月  日 

  市町村 公共下水道管理者 

   職   氏  名  様 

                   流域下水道管理者 

                   熊本県知事  氏    名 

 

 

 

   

接続工事（変更）の承認について（通知）                       

 

     年  月  日付け   第   号で申請のありました流域下 

  水道への接続（変更）については、下記のとおり承認します。 

 

記 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 流 域 下 水 道 名         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 流域下水道幹線名 

 

 

 

 接 続 箇 所 番 号         

 

 

 

 処 理 分 区 名         

 

 

 

 接続工事の内容         

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  （注）用紙の大きさは、日本工業規格Ａ４とする。 

- 15 -



 別記第３号様式（第６条関係） 

 

                                                        第     号 

                                                   年  月  日 

  流域下水道管理者 

  熊本県知事 氏    名 様 

                     市町村 公共下水道管理者 

                        職   氏  名 

 

 

 

   

接 続 工 事 着 手 届                   

 

    年  月  日付け   第   号で承認された流域下水道へ 

  の接続について、下記のとおり着手しますので、届け出ます。 

 

 

記 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 流 域 下 水 道 名         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 流域下水道幹線名 

 

 

 

 接 続 箇 所 番 号         

 

 

 

 処 理 分 区 名         

 

 

 

 工 期         

 

 

 

 施 行 業 者 名         

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

  （注）用紙の大きさは、日本工業規格Ａ４とする。 
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 別記第４号様式（第７条関係） 

 

                                                        第     号 

                                                   年  月  日 

  流域下水道管理者 

  熊本県知事 氏    名 様 

                     市町村 公共下水道管理者 

                        職   氏  名 

 

 

 

   

接 続 工 事 完 了 検 査 要 請 書                   

 

       年  月  日付け   第   号で承認された接続工事につ 

  いて、下記のとおり完了しましたので、熊本県流域下水道維持管理要綱第７ 

  条第１項の規定により、検査を要請します。 

 

記 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 流 域 下 水 道 名         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 流域下水道幹線名 

 

 

 

 接 続 箇 所 番 号         

 

 

 

 処 理 分 区 名         

 

 

 

 工 期         

 

 

 

 施 行 業 者 名         

 

 

 

 完 了 年 月 日         

 

 

  

 

 

 

 

 

  （注）用紙の大きさは、日本工業規格Ａ４とする。 
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 別記第５号様式（第７条関係） 

 

                                                        第     号 

                                                    年  月  日 

  市町村 公共下水道管理者 

   職   氏  名  様 

                   流域下水道管理者 

                   熊本県知事  氏    名 

 

 

 

   

接 続 工 事 完 了 検 査 結 果 通 知 書                   

 

       年  月  日付け   第   号で要請のありました接続工 

  事の完了検査の結果を、下記のとおり通知します。 

 

 

記 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 流 域 下 水 道 名         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 流域下水道幹線名 

 

 

 

 接 続 箇 所 番 号         

 

 

 

 処 理 分 区 名         

 

 

 

 工事完了年月日         

 

 

 

 検 査 年 月 日         

 

 

 

 検 査 結 果         

 

 

  

 

 

 

 

 

  （注）用紙の大きさは、日本工業規格Ａ４とする。 
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 別記第６号様式（第８条関係） 

 

                                                        第     号 

                                                    年  月  日 

  市町村 公共下水道管理者 

   職   氏  名  様 

                   流域下水道管理者 

                   熊本県知事  氏    名 

 

 

   

流 域 下 水 道 の 処 理 開 始 通 知 書                   

 

   このことについて、下記のとおり処理開始しますので、下水道法第２５条 

  の２６の規定により通知します。 

 

記 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 流域下水道名        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 処理開始年月日        

 

     年  月  日 

 

 処 

 理 

 す 

 べ 

 き 

 区 

 域 

 

処理分区名 

 

 

 

面積（ha） 

 

 

 

処理分区内

の地名 

 

 

 

 

 

 

 

 処理開始する排 

 水施設の名称及 

 び位置 

 

 

幹 線 名 

 

 

 

位 

  

置 

 

起 点 

 

 

 

終 点 

 

 

 

排 除 方 式 

 

 

  

 

  （注）１ この通知に当たっては、流域下水道処理開始通知区域図（縮尺 10,000 分の     

１程度）を添付すること。 

２ 用紙の大きさは、日本工業規格Ａ４とする。  
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 別記第７号様式（第９条関係） 

 

                                                        第     号 

                                                    年  月  日 

  流域下水道管理者 

  熊本県知事 氏    名 様 

                     市町村 公共下水道管理者 

                        職   氏  名 

 

 

 

   

流域下水道使用（使用変更）承認申請書                     

 

   このことについて、熊本県流域下水道維持管理要綱第９条第１項の規定に 

  より、関係書類を添えて申請します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 流域下水道名 

 

処理開始年月日 

 

  年  月  日 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

処理分区名 

 

 

 

接続箇所番号 

 

 

接  続  承  認 

 

番  号 

 

    年  月  日 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

  （注）１ この申請書には、下記の書類を添付する。 

    （１）調書 ア 申請内訳書（別記第７号様式その２） 

                    イ 下水量調書（別記第７号様式その３） 

          ウ 工場等調書（別記第７号様式その４） 

        （２）図面 予定処理区域図 

 

 

 

 

 

  （注）用紙の大きさは、日本工業規格Ａ４とする。 
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別
記
第
７
号
様
式
そ
の
２

申 請 区 域

面
　
　
積
（
ｈ
ａ
）

人
　
　
口
（
人
）

既 承 認 区 域 新 規 （ 追 加 ） 区 域

面
　
　
積
（
ｈ
ａ
）

人
　
　
口
（
人
）

計
処
理
分
区

処
理
分
区

処
理
分
区

　
　
　
　
年
　
　
　
　
月
　
　
　
　
日

整
理
番
号

処
理
分
区

前
回
の
申
請
年
月
日

処
理
分
区

申
請

内
訳

書

作
成
担
当
者
名
：

所
属
課
係
名
：

電
話
：
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

市
町
村
名

処
理
分
区
名

区
分

面
　
　
積
（
ｈ
ａ
）

人
　
　
口
（
人
）

（
注
）
用
紙
の
大
き
さ
は
、
日
本
工
業
規
格
Ａ
４
と
す
る
。

（
内
線
　
　
　
　
　
　
　
）
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別
記
第
７
号
様
式
そ
の
３

備
考
：
家
庭
及
び
営
業
汚
水
量
に
係
る
原
単
位
は
、
　
　
　
　
　
　
　
　
㍑
／
日
・
人
を
使
用
。

（
注
）
用
紙
の
大
き
さ
は
、
日
本
工
業
規
格
Ａ
４
と
す
る
。

（
内
線
　
　
　
　
　
　
　
）

申 請 区 域

総
汚

水
量

下
水

量
調

書

作
成
担
当
者
名
：

所
属
課
係
名
：

電
話
：
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

工
場

排
水

量

そ
の

他

家
庭
及
び
営
業
汚
水
量

処
理
分
区

処
理
分
区

処
理
分
区

処
理
分
区

処
理
分
区

新 規 （ 追 加 ） 区 域

そ
の

他

総
汚

水
量

総
汚

水
量

そ
の

他

家
庭
及
び
営
業
汚
水
量

工
場

排
水

量

単
位
：
ｍ
３
／
日

家
庭
及
び
営
業
汚
水
量

工
場

排
水

量

整
理
番
号

処
理
分
区
名

区
分

既 承 認 区 域

計
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別
記
第
７
号
様
式
そ
の
４

整
理

番
号

所
　
　
在
　
　
地

日
平

均

排
水

量

（
注
）
用
紙
の
大
き
さ
は
、
日
本
工
業
規
格
Ａ
４
と
す
る
。工

場
等

調
書

区
域

下
水

道
使

用
の

ｍ
３
／
日

ｍ
３
／
日

区
域

ｍ
３
／
日

Ｂ
　
下
水
道
未
使
用
工
場
の
排
水
量

計
（
Ａ
＋
Ｂ
）

ｍ
３
／
日

ｍ
３
／
日

（
ｍ
３
／
日
）

除
外
施
設

及
び

対
策

排
水

の
状

況

有
無

の
名

称
放

流
先

河
川

名

計
（
Ａ
＋
Ｂ
＋
Ｃ
）

処
理

分
区

名

番 　 号

特
定
施
設

の
番

号

会
　
　
社
　
　
名

Ａ
　
下
水
道
使
用
工
場
の
排
水
量 業
　
　
　
種

ｍ
３
／
日

既
承

認

申
請

下
水
道
使
用
工
場
の
排
水
量
（
Ａ
）
＋
（
Ｄ
）

下
水
道
未
使
用
工
場
の
排
水
量
（
Ｂ
）
＋
（
Ｅ
）

Ｄ
　
下
水
道
使
用
排
出
量

ｍ
３
／
日

ｍ
３
／
日

Ｅ
　
未
使
用
排
出
量

新 　 規 　 （ 　 追 　 加 　 ） 　 区 　 域

Ｃ
　
計
　
　
　
（
Ｄ
＋
Ｅ
）
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 別記第８号様式（第９条関係） 

 

                                                        第     号 

                                                    年  月  日 

 

 

  市町村 公共下水道管理者 

   職   氏  名  様 

 

 

                   流域下水道管理者 

                   熊本県知事  氏    名 

 

 

 

   

流域下水道使用（使用変更）承認書                     

 

 

       年  月  日付け   第   号で申請のあったこのことに 

 

  ついては、申請のとおり承認します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  （注）用紙の大きさは、日本工業規格Ａ４とする。 
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 別記第９号様式（第１１条関係） 

 

                                                        第     号 

                                                    年  月  日 

  流域下水道管理者 

  熊本県知事 氏    名 様 

                     市町村 公共下水道管理者 

                        職   氏  名 

 

 

 

   

処 理 開 始 の 公 示 に つ い て （ 報 告 ）                       

 

   このことについて、熊本県流域下水道維持管理要綱第１１条の規定により 

  下記のとおり報告します。 

 

記 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 公 共 下 水 道 名         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 処 理 分 区 名         

 

 

 

 使用承認年月日         

 

 

 

 公 示 年 月 日         

 

 

 

 処理開始年月日         

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  （注）１ この報告書には、処理開始の公示の写しと、公示区域平面図を添付すること。 

    ２ 用紙の大きさは、日本工業規格Ａ４とする。 
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 別記第１０号様式（第１２条関係） 

 

                                                        第     号 

                                                    年  月  日 

  流域下水道管理者 

  熊本県知事 氏    名 様 

                     市町村 公共下水道管理者 

                        職   氏  名 

 

 

 

   

区 域 外 流 入 協 議 書                       

 

   下水道法第２４条第１項第３号に規定する流域関連公共下水道の使用につ 

  いて、熊本県流域下水道維持管理要綱第１２条の規定により、関係書類を添 

  えて協議します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 公 共 下 水 道 名         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 接 続 箇 所 番 号         

 

 

 

 処 理 分 区 名         

 

 

 

 流 入 予 定 区 域         

 

 

 

 水量（m3/日平均）         

 

 

 

 公共下水道管理者         

 の 意 見 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

  （注）１ この協議書には、区域外流入の許可申請書の写しを添付すること。 

        ２ 流入予定区域は、区域内の地名を町・丁目又は字名まで記入すること。 

３ 用紙の大きさは、日本工業規格Ａ４とする。 
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 別記第１１号様式（第１２条関係） 

 

                                                        第     号 

                                                    年  月  日 

  市町村 公共下水道管理者 

   職   氏  名  様 

                   流域下水道管理者 

                   熊本県知事  氏    名 

 

 

 

   

区 域 外 流 入 回 答 書                       

 

       年  月  日付け   第   号で協議のあったことについ 

  ては、下記のとおり回答します。 

 

記 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 流 域 下 水 道 名           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 接 続 箇 所 番 号           

 

 

 

 処 理 分 区 名           

 

 

 

 承 認 区 域           

 

 

 

 流入水量(m3/日平均)           

 

 

 

 条 件           

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  （注）１ 承認区域欄は、別記第１０号様式の流入予定区域を記入すること。 

        ２ 用紙の大きさは、日本工業規格Ａ４とする。 
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 別記第１２号様式（第１３条関係） 

 

                                                        第     号 

                                                    年  月  日 

  市町村 公共下水道管理者 

   職   氏  名  様 

                   流域下水道管理者 

                   熊本県知事  氏    名 

 

 

 

   

流 域 下 水 道 の 使 用 の 制 限 に つ い て                       

 

   このことについて、下記のとおり、流域下水道施設の使用を一時制限しま 

  すので下水道法第２５条の２７の規定により通知します。 

 

記 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 制 限 期 間         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 制 限 時 間         

 

 

 

 制 限 施 設         

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  （注）１ 用紙の大きさは、日本工業規格Ａ４とする。 
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 別記第１３号様式（第１４条関係） 

 

                                                        第     号 

                                                    年  月  日 

 

 

  流域下水道管理者 

  熊本県知事 氏    名 様 

 

 

                     市町村 公共下水道管理者 

                        職   氏  名 

 

 

 

   

流域関連公共下水道の普及状況等について                      

 

 

   熊本県流域下水道維持管理要綱第１４条の規定により、別添調書のとおり 

 

  報告します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  （注）１ この報告は毎年４月末日までに行うこと。 

    ２ この報告書には、下水道普及実績調書（別紙第１３号様式その２）を添付 

     すること。 

    ３ 用紙の大きさは、日本工業規格Ａ４とする。 
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＋
Ｋ
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市

町
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入

処
理
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区

名
計

区
分

処
理

分
区

処
理

分
区

処
理

分
区

処
理

分
区

処
理

分
区

処
理

分
区

処
理

分
区

処
理

分
区

Ａ
処

理
分

区
面

積
（
ｈ

ａ
）

Ｂ
　

整
備

済
み

面
積

（
ｈ

ａ
）

Ｃ
処

理
区

を
含

む
地

区
の

人
口

計
（※

旧
様

式
の

住
民

基
本

台
帳

人
口
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人

）

Ｅ
（
人

）

Ｄ
処

理
分

区
内

人
口

（
人

）

Ｆ
　

　
下

水
道

接
続

人
口

（
人

）

HＧ
処

理
分

区
内

世
帯

数

I
　

　
下

水
道

接
続

世
帯

数

整
備

率
（
Ｂ

／
Ａ

）
（
％

）

普
及

率
（
Ｅ

／
Ｄ

）
（
％

）

接
続

率
（

人
口

）
（
Ｆ

／
Ｅ

）
（
％

）

接
続

率
（

世
帯

）
（
Ｉ／

Ｈ
）

（
％

）

下 水 量

Ｊ
（
m

3
/
日

）

事
業

所
数

Ｌ
（
m

3
/
日

）

Ｋ
（
m

3
/
日

）

Ｍ
計

（
m

3
/
日

）

原
単

位
（
M

／
F
）

 対
 接

続
人

口

汚
水

量
(m

3
/
日

・
人

）
（
M

／
F
）

 対
 処

理
区

人
口

（
m

3
/
日

・
ｈ

ａ
）

（
内

線
　

　
　

　
　

　
　

）

（
注

）
用

紙
の

大
き

さ
は

、
日

本
工

業
規

格
Ａ

４
と

す
る

。

作
成

担
当

者
名

：
所

属
課

係
名

：
電

話
：
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 別記第１４号様式（第１５条関係） 

 

                                                        第     号 

                                                    年  月  日 

 

 

  流域下水道管理者 

  熊本県知事 氏    名 様 

 

 

                     市町村 公共下水道管理者 

                        職   氏  名 

 

 

 

   

接続承認等の申請予定について（報告）                     

 

 

   熊本県流域下水道維持管理要綱第１５条の規定により、別添調書及び図面 

   

  のとおり報告します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  （注）１ この報告書には、下記の書類を添付する。 

    （１）調書 ア 流域下水道接続承認申請予定調書（別記第 14号様式その２） 

          イ 流域下水道使用承認申請予定調書（別記第 14号様式その３） 

    （２）図面 処理計画一般図・接続施設平面図・接続施設構造図 

    ２ 用紙の大きさは、日本工業規格Ａ４とする。 
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別
記
第
１
４
号
様
式
そ
の
２

（
注
）
用
紙
の
大
き
さ
は
、
日
本
工
業
規
格
Ａ
４
と
す
る
。

（
内
線
　
　
　
　
　
　
　
）

流
域
下
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名
：
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年

月
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事
の
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定
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間

備
考
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日

)
(h

a)
(人

)
(m

3/
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０
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月
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月

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

 ３
月
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度
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年
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４
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３
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理
分
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処

理
分

区
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 別記第１５号様式（第１６条関係） 

 

                                                        第     号 

                                                    年  月  日 

 

 

  流域下水道管理者 

  熊本県知事 氏    名 様 

 

 

                     市町村 公共下水道管理者 

                        職   氏  名 

 

 

 

   

流域関連公共下水道から流域下水道へ流入する 

                下水の水質及び水量等について（報告） 

 

 

   このことについては、別添調書及び図面のとおりです。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  （注）１ この報告書には、下記の書類を添付する。 

    （１）調書 流域下水道流入下水水質調書（別記第１５号様式その２） 

    （２）図面 流量変動図（別図） 

    ２ 用紙の大きさは、日本工業規格Ａ４とする。         
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市町村名 処理分区名 整理番号

mg/ℓ

℃ mg/ℓ

mg/ℓ mg/ℓ

mg/ℓ

ｐＨ mg/ℓ

mg/ℓ mg/ℓ

mg/ℓ mg/ℓ

mg/ℓ

mg/ℓ mg/ℓ

mg/ℓ mg/ℓ

mg/ℓ mg/ℓ

mg/ℓ mg/ℓ

mg/ℓ mg/ℓ

mg/ℓ mg/ℓ

mg/ℓ mg/ℓ

mg/ℓ mg/ℓ

mg/ℓ mg/ℓ

mg/ℓ mg/ℓ

mg/ℓ

mg/ℓ

mg/ℓ mg/ℓ

mg/ℓ mg/ℓ

mg/ℓ pg-TEQ/ℓ

作成担当者 所属課名 電話

ﾉﾙﾏﾙﾍｷｻﾝ抽出物質含有量

mg/ℓ

鉱油類含有量

動植物類油脂含有量

mg/ℓ

テトラクロロエチレン ダイオキシン類

ふっ素及びその化合物

フェノール類

クロム及びその化合物

１・２－ジクロロエタン

　　　　年　　　　月　　　　日

　　　　年　　　　月　　　　日～　　日

　　　　年　　　　月　　　　日

シマジン

１・１・１－トリクロロエタン

１・１・２－トリクロロエタン

排水の水質

1,4　-ジオキサン

ポリ塩化ビフェニル

トリクロロエチレン

セレン及びその化合物

水銀及びアルキル水銀

その他の水銀化合物

アルキル水銀化合物

亜鉛及びその化合物

ほう素及びその化合物

（溶解性）

鉄及びその化合物

マンガン及びその化合物

（溶解性）

銅及びその化合物

mg/ℓ

１・３－ジクロロプロペン

チウラム

六価クロム化合物

窒素含有量

四塩化炭素

１・１－ジクロロエチレン

シス－１・２－ジクロロエチレン

チオベンカルブ

ベンゼン

接 続 箇 所 番 号

水質分析項目

外観

分 析 実 施 形 態

実 測 下 水 量

自　主　　　　　　　　　委　託

m3/日

ジクロロメタン

別記第１５号様式その２

流 域 下 水 道 名

接 続 幹 線 名

流域下水道流入下水水質調書

排水の水質

　　　　－　　　　－　　　　　　（内線　　　　　　）

備考

水 質 分 析 責 任 者

砒素及びその化合物

水質分析項目

シアン化合物

有機燐化合物

鉛及びその化合物

浮遊物質量

分析完了年月日

燐含有量

沃素消費量

ｶﾄﾞﾐｳﾑ及びその化合物

水温

及び硝酸性窒素含有量

水素イオン濃度

生物化学的酸素要求量

ｱﾝﾓﾆｱ性窒素・亜硝酸性窒素

採 水 年 月 日

処理開始年月日
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別図

流域下水道名 処理分区名

接続箇所番号 測定年月日

下水量（m3/日）

測定方法

　　　２　用紙の大きさは、日本工業規格Ａ４とする。

市町村名（　　　　　　　　　　　　　）

流 量 変 動 図

（注）１　図は、折れ線グラフとする。

計算式

0
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下水流量（m3/h）

時刻
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 別記第１６号様式（第１７条関係） 

 

                                                        第     号 

                                                    年  月  日 

 

 

  流域下水道管理者 

  熊本県知事 氏    名 様 

 

 

                     市町村 公共下水道管理者 

                        職   氏  名 

 

 

 

   

特定事業場等排出水の調査結果について（報告） 

 

 

   熊本県流域下水道維持管理要綱第１７条第１項の規定に基づき、別添調書 

  のとおり報告します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  （注）１ この報告書には、特定事業場等排出水水質調書（別記第１６号様式その２） 

を添付すること。 

    ２ 用紙の大きさは、日本工業規格Ａ４とする。 
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別記第１６号様式その２

特定事業場等排出水水質調書
市町村名

事業場名
所在地 業種
流域下水道名 処理開始年月日 　　　　　　年　　月　　日
接続幹線名 幹線接続箇所番号
下水道使用開始年月日 除害施設設置年月日 　　　　　　年　　月　　日
汚水の種類 日最大排水量 m3/日
使用原材料名 日平均排水量 m3/日
汚水の処理方法 排水口の位置

採水日時 年　　月　　日

≪水質分析結果≫
水質分析項目 単位 排水の水質 排水（排除）基準

外観 -
水温 ℃
アンモニア性窒素・亜硝酸性窒素及び硝酸性窒素含有量 mg/ℓ 380(125)未満
水素イオン濃度（ｐH） - 5超過9未満(5.7超過8.7未満)
生物化学的酸素要求量 mg/ℓ 5日間に600(300)未満
浮遊物質量 mg/ℓ 600(300)未満
ノルマルヘキサン抽出物質含有量　鉱油類含有量 mg/ℓ 5以下
　　　　　　〃　　　　　　　　　　　　　　　動植物類油脂含有量 mg/ℓ 30以下
窒素含有量 mg/ℓ 240(150)未満
燐含有量 mg/ℓ 32(20)未満
沃素消費量 mg/ℓ
カドミウム及びその化合物 mg/ℓ 0.03以下
シアン化合物 mg/ℓ 1以下
有機燐化合物 mg/ℓ 1以下
鉛及びその化合物 mg/ℓ 0.1以下
六価クロム化合物 mg/ℓ 0.5以下
砒素及びその化合物 mg/ℓ 0.1以下
水銀及びアルキル水銀その他の水銀化合物 mg/ℓ 0.005以下
アルキル水銀化合物 mg/ℓ 検出されないこと
ポリ塩化ビフェニル mg/ℓ 0.003以下
トリクロロエチレン mg/ℓ 0.1以下
テトラクロロエチレン mg/ℓ 0.1以下
ジクロロメタン mg/ℓ 0.2以下
四塩化炭素 mg/ℓ 0.02以下
1,2-ジクロロエタン mg/ℓ 0.04以下
1,1-ジクロロエチレン mg/ℓ 0.2以下
シス-1,2-ジクロロエチレン mg/ℓ 0.4以下
1,1,1-トリクロロエタン mg/ℓ 3以下
1,1,2-トリクロロエタン mg/ℓ 0.06以下
1,3-ジクロロプロペン mg/ℓ 0.02以下
チウラム mg/ℓ 0.06以下
シマジン mg/ℓ 0.03以下
チオベンカルブ mg/ℓ 0.2以下
ベンゼン mg/ℓ 0.1以下
セレン及びその化合物 mg/ℓ 0.1以下
ほう素及びその化合物 mg/ℓ 10以下
ふっ素及びその化合物 mg/ℓ 8以下
1,4-ジオキサン mg/ℓ 0.5以下
フェノール類 mg/ℓ 5以下
銅及びその化合物 mg/ℓ 3以下
亜鉛及びその化合物 mg/ℓ 2以下
鉄及びその化合物（溶解性） mg/ℓ 10以下
マンガン及びその化合物（溶解性） mg/ℓ 10以下
クロム及びその化合物 mg/ℓ 2以下
ダイオキシン類 pg-TEQ/ℓ 10以下
注：（　　）は、製造業又は、ガス供給業の用に供する施設からの排水について条例で規定している場合の基準値です。

水質分析実施者
水質分析完了年月日

調査結果 汚水等処理施設・除害施設の管理状況、指導内容等

排除基準違反の理由 排除基準違反に対する措置内容

作成担当者名 所属課係名
電話 E-mail

年　　月　　日

時　　　分

　　　　　年　　月　　日
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 別記第１７号様式（第１７条関係） 

 

                                                        第     号 

                                                    年  月  日 

 

 

  流域下水道管理者 

  熊本県知事 氏    名 様 

 

 

                     市町村 公共下水道管理者 

                        職   氏  名 

 

 

 

   

特定事業場等の水質調査計画について（報告） 

                 

 

   熊本県流域下水道維持管理要綱第１７条第２項の規定に基づき、別添調書 

  のとおり報告します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  （注）１ この報告書には、特定事業場等調査実施計画書（別記第１７号様式その２） 

を添付すること。 

    ２ 用紙の大きさは、日本工業規格Ａ４とする。         
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 別記第１８号様式（第１８条関係） 

 

                                                        第     号 

                                                    年  月  日 

 

 

  流域下水道管理者 

  熊本県知事 氏    名 様 

 

 

                     市町村 公共下水道管理者 

                        職   氏  名 

 

 

 

   

使用開始等の届出について（通知） 

                 

 

   このことについて、届出を受理したので、熊本県流域下水道維持管理要綱 

  第１８条第１項の規定により通知します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  （注）１ この通知には、当該届出書の写しを添付すること。 

    ２ 用紙の大きさは、日本工業規格Ａ４とする。 
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 別記第１９号様式（第１９条関係） 

 

                                                        第     号 

                                                    年  月  日 

 

 

  流域下水道管理者 

  熊本県知事 氏    名 様 

 

 

                     市町村 公共下水道管理者 

                        職   氏  名 

 

 

 

   

特定施設に係る届出（変更命令）について（通知） 

                 

 

   このことについて、届出を受理（計画変更を命令）したので、熊本県流域 

  下水道維持管理要綱第１９条第１項の規定により通知します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  （注）１ この通知には、当該届出書（命令書）の写しを添付すること。 

    ２ 用紙の大きさは、日本工業規格Ａ４とする。 
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 別記第２０号様式（第１９条関係） 

 

                                                        第     号 

                                                    年  月  日 

 

 

  流域下水道管理者 

  熊本県知事 氏    名 様 

 

 

                     市町村 公共下水道管理者 

                        職   氏  名 

 

 

 

   

除害施設必要施設等に係る届出について（通知） 

                 

 

   このことについて、届出を受理したので、熊本県流域下水道維持管理要綱 

  第１９条第２項の規定により通知します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  （注）１ この通知には、当該届出書の写しを添付すること。 

    ２ 用紙の大きさは、日本工業規格Ａ４とする。 
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 別記第２１号様式（第２０条関係） 

 

                                                        第     号 

                                                    年  月  日 

 

 

  流域下水道管理者 

  熊本県知事 氏    名 様 

 

 

                     市町村 公共下水道管理者 

                        職   氏  名 

 

 

 

   

事故時の措置に係る届出等について（通知） 

                 

 

   このことについて、別紙のとおり届出を受理した（命令を行った）ので、 

  熊本県流域下水道維持管理要綱第２０条第１項の規定により通知します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  （注）１ この通知には、当該届出書（命令書）の写しを添付すること。 

    ２ 用紙の大きさは、日本工業規格Ａ４とする。 
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 別記第２２号様式（第２１条関係） 

 

                                                        第     号 

                                                    年  月  日 

 

 

  流域下水道管理者 

  熊本県知事 氏    名 様 

 

 

                     市町村 公共下水道管理者 

                        職   氏  名 

 

 

 

   

流域関連公共下水道使用者に行った処分について（通知） 

                 

 

   このことについて、                     に対し 

  て別添写しのとおり措置したので、熊本県流域下水道維持管理要綱第２１条 

  の規定により通知します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  （注）１ この通知には、命令等を行った書類の写しを添付すること。 

    ２ 用紙の大きさは、日本工業規格Ａ４とする。 

- 45 -


